
都市計画法適合証明願に添付する図書（徳島市）              R4.4.1 
 

１ 申請書（2 部提出）正本：原本 副本：コピー 

申請内容 日付 住所 氏名 各記載欄  

２ 委任状  

代理人氏名・資格（建築士の場合は事務所登録番号）     

委任事項 委任年月日 委任者の住所・氏名 

３ 設計図書（全て設計者の資格名を記入し、記名したもの） 

 1) 付近見取図     縮尺 方位 申請地 

 2) 敷地の丈量図   縮尺 方位            

 3) 配置図       縮尺 方位 境界線（赤で囲む） 

接する道路の種類・幅員 敷地及び周囲 

の土地の高さ 建物位置 給水計画 排 

水計画 流向     

 4) 各階平面図    縮尺 方位 間取り 各室の用途 床面  

積 建築面積 延べ面積 

            （建築士が作成した図面は、設計者資格・

氏名が必要です。） 

 5) 立面図（2 面以上） 縮尺 

 6) 造成計画断面図    縮尺 申請区域 接する道路の種類・幅     

員  現況高・計画高 

４ 公図の写し（原本添付） 

 法務局備付公図の写しとし、申請地及び周辺について記入、着色

すること 

申請地（赤で囲む） 転写年月日 作成者の記名 

５ 土地登記事項証明書（原本添付） 

 4､5 については申請書提出日の日付の 3 ヶ月前の同日付以降のも

のとし、原則として全て同一日付のものとする。写しを添付する

場合は、原本提示のこと 

６ 自己申告書（建築物を必要とする理由をくわしく記載） 

７ 耕作証明書（個人耕作面積にかぎる） 

８ 耕作地の区域図（申請地との位置関係記入） 

９ 漁業者を証明する漁協等の証明書 

10 漁場の区域図（申請地との位置関係記入） 

11 漁具等の写真 

12 借家証明書等 

13 申請に係る業を営む資格の写し 

14 事業計画書 

15 都市計画法第 34 条第 6 号に基づく届出書 

16 中小企業高度化事業に係る意見書提出依頼 

  （中小企業協同組合等から県商工労働観光部長宛） 

17 中小企業高度化事業の変更に係る意見 

  （県商工労働観光部長から中小企業協同組合等宛回答） 

18 新たに進出する企業の定款及び謄本 

19 開発許可を受けた中小企業協同組合等の定款及び謄本 

20 開発許可書通知書の写し 

21 建築許可通知書（当初許可）の写し 

22 排水同意書（原本添付）又は誓約書 

23 造成面積と平均造成高を示す図書(任意の様式でも可) 

  条件ア・イの判定 

  ＊一部 30ｃｍを超える計画で、開発許可不要と判断ができない 

   場合、計算等を求める場合があります。 

24 土地の登記事項要約書等 

25 既存建築物の固定資産税評価証明書 

26 既存建築物の確認済証（写し）及び検査済証（写し） 

27 資格免許証等の写し 

28 その他市長が必要と認めたもの   

現況写真(2 面以上) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境界線の種類(表示例) 

隣地境界線：地番の境界 

敷地境界線：地番内の境界 

官民境界線：民地と官地の境界 

道路境界線：申請地と前面道路の境界 

新設敷地等の農家住宅 1～8，29
新設敷地等の農業用倉庫 1～8，29
漁業者住宅 1～6，9～12，29
貨物自動車運送業
（令第21条第6号）

1～5，28，29 ※1

郵便事業株式会社
（令第21条第11号）

1～5，29

国、都道府県等
（令第21条第26号）

1～5，29

その他 1～5，29
日常生活に必要な物品の販
売等

1～5，13，14，28，29

住宅展示場 1～5，14，29 ※2
敷地の拡大を伴う、線引き前
からの既存建築物の改築

1～5，26，27，29 ※4

仮設建築物 1～5，14，29
線引き後に建築された旧都市計
画法第２９条第１項第３号の規定
による社会福祉施設・医療施設・
学校教育法による学校等の敷地
内の改築及び増築にかかるもの

1～5，27，29
※3
※4

線引き後に建築された旧都市計
画法第２９条第１項第４号の規定
による国等の建築物の敷地内の
改築及び増築にかかるもの

1～5，27，29 ※4

1～4，23～25，29

1～5，14～20，29

1～5，21，27，29 ※4

1～5，21，27，29 ※4

1～5，26，27，29 ※4

1～5，21，27，29 ※4

※1：

※2：

※3：

※4：

貨物自動車運送事業の証明は、証明書発行に時間がかかる
場合があります。（地方運輸局に文書照会するため）

平成元年1月26日付け住課第104号による

社会福祉施設等の証明は、証明発行に時間がかかる場合が
あります。（所管課に文書照会するため）

建築許可通知書(当初許可）の写し、既存建築物の確認済証
（写）及び検査済証（写）を添付できないときは、自己申告書に
より、それぞれの年月日・番号を記入し、提出して下さい。

都市計画法第３４条第６号による開発区域
内に新たに進出する企業
条例宅地の用途変更
大規模既存集落内における住宅の用途変更

線引き前に建築された建築物の敷地内に
おける改築及び増築にかかるもの

既存の権利の届出（法第３４条第９号）によ
り建築許可を受けた土地における申請者
以外（相続人は除く）による建築

法
第
２
９
条
第
１
項

証明が必要となるものの一例 添付図書等

第2号

第3号

第11号

市街化区域内において敷地面積が１
０００㎡以上で開発行為がないもの

新設敷地等の農家住宅 1～8,28

新設敷地等の農業用倉庫 1～8,28

漁業者住宅 1～6,9～12,28

その他 1～5,28

住宅展示場 1～5,14,28 ※２

仮設建築物 1～5,14,28

1～5,21,26,28 ※４

1～5,21,26,28 ※４

郵便事業株式会社
（令第21条第11号）

国、都道府県等
（令第21条第26号）

証明が必要となるものの一例 添付図書等

法
第
29
条
第
1
項

第2号

1～5,27,28 ※１

1～5,28

貨物自動車運送事業
（令第21条第6号）

第3号

1～5,28

第１1号

日常生活に必要な物品の販売
等

1～5,13,14,27,28

敷地の拡大を伴う、線引き前か
らの既存建築物の改築

1～5,25,26,28 ※４

線引き後に建築された旧都市計画
法第29条第1項第3号の規定による
社会福祉施設・医療施設・学校教育
法による学校等の敷地内の改築及
び増築にかかるもの

1～5,26,28
※３

※４

線引き後に建築された旧都市計画
法第29条第1項第4号の規定による
国等の建築物の敷地内の改築及び
増築にかかるもの

1～5,26,28 ※４

市街化区域内において敷地面積が
1000㎡以上で開発行為がないもの

1～4,23,24,28

都市計画法第34条第6号による開発区域
内に新たに進出する企業

1～5,14～20,28

条例宅地の用途変更

大規模既存集落内における住宅の用途変更

線引き前に建築された建築物の敷地内にお
ける改築及び増築にかかるもの

1～5,25,26,28 ※４

既存の権利の届出（法第３４条第９号）により
建築許可を受けた土地における申請者以外
（相続人は除く）による建築

1～5,21,26,28 ※４


